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大仙市  

通所型サービスＢ 

（住民主体の通いの場） 

申請の手引き 

あなたの地域でも 

通いの場を！ 
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１．大仙市通所型サービスＢ事業補助金とは  

高齢者を含む住民が、定期的に通える場を運営する団体を支援するための制

度です。団体の活動に補助金を交付することで、住民がお互い支えあう地域づくり

を推進し、生きがいづくりと健康保持を図ります。要介護状態等になることを予防又

は軽減し、自立した日常生活を支援することを目的としています。 

 

（１）補助金の交付対象団体の要件 

次の①の要件を全て満たす団体で、かつ②の要件を全て満たす活動を行う団体が

補助金をうけることができます。 

①団体の要件 

 

②活動の要件 

 

ア 月２回以上、定期的に高齢者が通える場を開設すること。 

イ 活動の時間は 1 回あたり 90 分（休憩時間を含まない）以上とすること。 

ウ 利用者の中に要支援者等※が含まれること。  

エ 利用者が５名以上であること 

オ 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としないこと。 

カ 特定の構成員のみの個人的な活動でないこと。 

 

ア 自主的かつ継続的に活動できる体制であること。 

イ 参加者が特定の者に限定されず、高齢者を含め幅広い年代の住民を受け

入れる体制であること。 

ウ 活動内容、開催場所、開催日時等について、市が公表することに同意する

こと。 

エ 大仙市生活支援コーディネーターと必要に応じて連携し、事業を推進するこ

と。 
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ただし、市から他の補助金等の交付を受けている、又は市から補助金等を受けた

団体等からの補助金等の交付を受けて実施する活動は対象外となります。 

 

（※）要支援者等とは？ 

 介護保険の要介護認定で「要支援１」又は「要支援２」と判定された方、又は「基

本チェックリスト（２１ページ参照）で「事業対象者」と認定された方で、高齢者包

括支援センターやケアマネージャーが行う介護予防ケアマネジメントにより、支援計

画に位置付けられる方をいう。 

 

（２）活動内容 

利用者の心身機能の改善、悪化予防を図り、自立に向けた支援へつながる活

動内容を計画してください。軽体操、脳トレ、レクリエーションなどを行うことが効果的

です。 

大仙市で普及啓発を行っている運動もおすすめです。ストレッチや筋トレ（ＴＡ

ＫＥ１０）や音楽に合わせた運動（だいせんリズム体操、だいせんいきいき体操）

等があります。 

また、市では「出前講座」も受け付けております。介護保険に関することや認知症、

季節に合わせた健康講話など、１団体につき年２回まで申し込むことが可能です。

詳しくはお近くの高齢者包括支援センターへご相談ください。 
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（３）補助対象経費及び補助金額 

①運営支援 

◆補助対象経費 

開催 1 回につき 2,000 円 

※年額上限 週 1 回の開催   ・・・100,000 円  

週 2 回以上開催 ・・・150,000 円  

対象項目  
報償費（外部講師謝礼等） 

消耗品費（用紙、筆記用具等） 

光熱水費（会場使用に伴う冷暖房代、 

水道代、灯油代等） 

印刷製本費（チラシ、ポスター等の作成） 

郵便料（切手代等） 

保険料（レクリエーション保険等） 

備品購入費（運動用具、ＣＤラジカセ等） 

研修費（研修の受講料、資料代等） 

修繕料（備品の修理代等） 

旅費（研修参加のための交通費、 

業務に伴う移動代等） 

◆会場の使用料及び賃借料 

年額上限 150,000 円  

 

②立ち上げ支援 

当該年度に新たに立ち上げる団体のうち、希望する団体に対し、①運営支援の

他、20,000 円を交付 

 

注 1）次のものは補助の対象経費になりません 

 団体の構成員に関する人件費 

 食料費（例：親睦を図るために事業終了後に会員同士で昼食をとる際のお弁当代） 

 その他、市長が補助対象経費として適当でないと判断したもの 

注２）いずれの経費もサービス提供に伴うものに限ります。 

注３）上記以外で、対象になるかどうか不明なものは、購入前に高齢者支援センターへご相談く

ださい。 
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（４）遵守事項について 

通いの場を運営する団体は次のア～エを守って活動してください。 

ア 従業者の清潔の保持・健康状態の管理 

 従業者※の健康管理や清潔の保持に努めてください。また、感染症予防対策を

講じ、利用者が安心して利用できる環境を整えましょう。 

 

イ 従業者又は従業者であった者の秘密保持 

活動にあたり知り得た、利用者や利用者の家族等に関する情報については、正

当な理由が無い限り、漏洩する事のないよう努めてください。また、個人情報保護

法に基づき、従業者でなくなった後も守秘義務があることに留意してください。 

 

ウ 従業者や利用者の事故に備える 

傷害保険、損害賠償保険に加入する等、万が一の事故に備えてください。 

 

エ 廃止・休止の届出と便宜の提供 

 事業を廃止又は休止する場合は、速やかに届出を行ってください（p18 に記入

例が載っています）。また、同様のサービスを継続して希望する利用者がいたときは、

その他の活動を紹介する等、利用者に不都合の無いように努めてください。 

 

※従業者とは、住民主体の通いの場に従事する住民ボランティア等です。 
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２．補助金の交付を受けるための手続き 

①～④が毎年度の通常の流れになります。 

①市へ申請する  

年度当初、または団体を立ち上げた時に行う手続きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②概算払いの請求をする （希望団体のみ） 

①で、概算払い・前金払いを希望した場合のみ必要な手続きです。運営に関わる経費が年

度内に必要な場合、交付決定された運営支援額の５割の金額を概算払いします。立ち上げ

支援金も概算払いができます。 

 

 

 

 

 

 

  

市へ提出する書類 

・補助金概算払・前金払請求書 

（様式第 13 号）p12 

・振り込み口座の通帳のコピー 

受
付
・
振
込
手
続 

書類提出 

市から概算払、前金払の金額が

口座に振込まれます。 

※請求から 30日以内 

計画に沿って年度内の活動を行う 

市へ提出する書類 

・補助金交付申請書（様式第１号）p８ 

・事業計画書 （様式第２号） p９ 

・参加者名簿 （任意の様式） 

・収支予算書 （様式第３号） p10 

・団体概要書 （様式第４号） p11 

受
付
・
審
査 

書類提出 

※事業開始の２週間前まで 

大仙市 申請団体 

市から「補助金交付決定通知

書」が届きます 
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③市へ実績報告をする  

年度内の最後の活動を終えたら行う手続きです。活動実績に基づいて、市が補助金の額を

確定します。もし、申請時の金額から変更がある場合、③の前に変更の手続きが必要になりま

す。（「p7⑤その他の手続き」参照） 

 

 

 

 

 

④補助金の請求をする 

市から「補助金確定通知書」が届いたら、補助金の請求を行います。 

 

 

 

 

 

※次年度も補助金を受ける場合は、③④と並行しながら、①の申請手続きを同時

に行うとよいです 

 

  

市へ提出する書類 

・補助金実績報告書（様式第８号）p13 

・事業実施報告書  （様式第 9 号）p14 

・収支決算書      (様式第 10 号)p15 

受
付
・
審
査 

書類提出 

※４月１０日まで 

市から「補助金確定通知書」

が届きます 

市へ提出する書類 

・補助金請求書  （様式第 12 号）p16 

・振り込み口座の通帳のコピー（概算払を行っ

た団体は不要） 

受
付
・ 

振
込
手
続 

書類提出 

※４月末日まで 

市から補助金が口座に

振込まれます 

※請求から 30日以内 

 

大仙市 申請団体 
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⑤その他の手続き 

◆申請内容に変更があった場合 

年度内の実施回数が申請時の計画から変更になったり、会場使用料に変更が生じるなど、決定

された補助金額に変更が生じる場合に必要な手続きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆交付確定額が、概算払いの金額を下回った場合 

補助金の返納手続きが必要になります。返納が必要な場合は大仙市から団体へ連絡がありま

す。 

 

◆活動を休止、または団体を廃止する場合 

休止・廃止届（ｐ18）の提出が必要になります。補助金の額は休止・廃止した時点の実績に

応じて確定します。 

 

 

 

  

大仙市申請団体

市へ提出する書類 

・補助金変更交付申請書（様式第６号）ｐ17 

・事業変更計画書       

・変更収支予算書     

   

※申請時に市に提出した、事業計画書と収支予算

書を、変更後の内容に修正して提出 

 

受
付
・
審
査 

書類提出 

市から「補助金変更

交付決定通知書」が

届きます 

書類提出先 

高齢者包括支援センター 

高齢者包括支援センター西部 

高齢者包括支援センター東部 
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３．様式 記入例 

様式第 1号（第 6条関係） 

 

 令和〇 年 〇 月 〇 日 

 

（宛先）大仙市長 

 

申請者 所在地 大仙市大曲花園町 1 番 1 号 

団体名 だいせんシニアくらぶ 

代表者名 大仙 太郎  

連絡先  090-××××-×××× 

 

大仙市通所型サービス B事業補助金交付申請書 

 

通所型サービス B 事業補助金の交付を受けたいので、大仙市通所型サービス B 事

業補助金交付要綱第 6条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金申請区分    ☑運営支援 

             ☑立ち上げ支援 

 

２ 補助金交付申請               130,000    円 

 

 

３ 運営支援の概算払     ☑希望する     □希望しない 

  （概算払希望の理由： 活動資金に充てるため      ）                    

 

 

４ 添付書類 

（１）大仙市通所型サービス B事業計画書（様式第 2号） 

（２）収支予算書（様式第 3号） 

（３）大仙市通所型サービス B事業団体概要書（様式第 4号） 

（４）その他 

 

 

補助金交付申請書 

提出する日付 

運営支援がすぐに

必要な場合は「希

望する」→申請額

の５割が概算払の

対象になります 



９ 

 

 

様式第 2号（第 6条関係） 

 

 令和〇 年 〇 月 〇 日 

 

大仙市通所型サービス B事業計画書 

 

団体名：だいせんシニアくらぶ 

 

月 開催予定回数 主なサービス内容 

４ 4 軽体操、脳トレなど 

５ ４  

６ ４  

７ ５  

８ ３ 〃 

９ ４ 〃 

１０ ５ 〃 

１１ ４ 〃 

１２ ４ 〃 

１ ４ 〃 

２ ４ 〃 

３ 5 〃 

計 50  

※添付書類：利用者名簿 

 

 

 

 

（例）週に 1 回、金曜

日に活動する場合 

事業計画書 
 

提出する日付 
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様式第 3号（第 6条関係） 

 

収支予算書 

 

団体名：だいせんシニアくらぶ 

 

【収入の部】                             単位：円 

項目 予算額 摘要 

市補助金 

 

 

 

 

会費 

130,000 

 

 

 

 

50,000 

算出基準：大仙市通所型サービス B事業補助金交

付要綱 

運営支援 2,000 円×50 回=100,000 円 

運営支援（会場使用料）200 円×50 回=10,000 円 

立ち上げ支援 20,000 円 

10 人×100 円／回×50 回＝50,000 円 

合計 180,000  

【支出の部】 

区分 項目 予算額 摘要 

補助対象経費 報償費 

 

消耗品費 

 

光熱水費 

 

 

備品購入費 

 

会場使用料 

40,000 

 

3,000 

 

50,000 

 

 

27,000 

 

10,000 

講師謝礼（10,000 円×4 回） 

 

手指消毒薬、紙代等 

 

エアコン使用料 

暖房費 1,000 円×50 回 

 

CD デッキ 7,000 円、ソフトギム

2,000 円×10 個、 

 

小計 130,000  

補助対象外経費 茶菓代 50,000 お菓子、飲み物、  

クリスマス会景品等 

小計 50,000  

合計 180,000  

 

 

収支予算書 
 

市補助金の合

計と一致 

「収入の部」

の合計と一致 



１１ 

 

様式第 4号（第 6条関係） 

 

大仙市通所型サービス B事業団体概要書 

 

（ふりがな） 

団 体 名 
だいせんシニアくらぶ 

代表者氏名 大仙 太郎 

設立年月日 令和３ 年４ 月 利用者数   15 人 

活動回数  1 回／週 参加見込人数 1０ 人／回 

活動地域  大曲 活 動 拠 点    ○○公民館  

利 用 料 会費 1００円/回 

活動実績  １ 新規  ２ 既に実施（ 令和３年度から実施） 

活動の目的 
☑ 健康づくり  ☑ 認知症予防  □ 栄養改善 

□ その他（                  ） 

活動の概要 

介護予防のための運動や脳トレ、各種

レクリエーションを実施する 

備 考   

 

 

団体概要書 
 

「週」を「月」な

どに変えてもＯＫ 
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様式第 13号（第 11条関係） 

 

令和〇年 〇月 〇日 

 

（宛先）大仙市長 

 

請求者 所在地 大仙市大曲花園町 1 番 1 号 

団体名 だいせんシニアくらぶ 

代表者名 大仙 太郎  ㊞   

 

大仙市通所型サービス B事業補助金概算払請求書 

 

年  月  日付けで交付決定のありました通所型サービス B 事業補助

金について、概算払による請求をしたいので大仙市通所型サービス B 事業補助金交

付要綱第 11条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１今回請求額  

  金額 

【運営支援】 

補助金交付決定額     110,000 円（Ａ） 

（概算払請求額 Ａ×１/２）     55,000 円（Ｂ） 

【立ち上げ支援】 
補助金交付決定額 

（概算払請求額 全額） 
    20,000 円（Ｃ） 

今回請求額（Ｂ＋Ｃ）  75,000 円 

 

２ 振込先 

金融機関名 〇〇銀行 支店等名 △△支店 

口座種別 普通      当座 

（フリガナ） ダイセン タロウ 

口座の名義 大仙 太郎 

口座番号 
 

× × × × × × × 

 

市から届いた補助金交

付決定通知の日付を記

入してください 

概算払請求書 
 

提出する日付 

押印が必要 



１３ 

 

 

 

様式第 8号（第 9条関係） 

 

令和〇年 〇月 〇日 

 

（宛先）大仙市長       届出者 所在地 大仙市大曲花園町 1 番 1 号 

                   団体名 だいせんシニアくらぶ 

                   代表者名 大仙 太郎 

 

 

大仙市通所型サービス B事業補助金実績報告書 

 

 令和△年△月△日付 大仙健高―△△ 号で交付決定を受けた大仙市通所型サービ

ス B 事業が完了したので、大仙市通所型サービス B 事業補助金交付要綱第 9 条の規

定により関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１ 補助金決定額     ☑運営支援       99,000 円 

             ☑立ち上げ支援     20,000 円 

 

２ 添付書類 

 （１）大仙市通所型サービス B事業実施報告書（様式第 9号） 

 （２）収支決算書（様式第 10号） 

 （３）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市から届いた補助金交付決定

通知（変更申請した場合は、

補助金変更交付決定通知）の

日付と文書番号を記入してく

ださい。 

補助金実績報告書 
 

提出する日付 



１４ 

 

 

 

様式第 9号（第 9条関係） 

 

令和〇年 〇月 〇日 

 

大仙市通所型サービス B事業実施報告書 

 

団体名：だいせんシニアくらぶ 

 

月 開催回数 主なサービス内容 

４ 4 軽体操、脳トレなど 

５ ４  

６ ４  

７ ４  

８ ３  

９ ４  

１０ ４  

１１ ４  

１２ ３  

１ ４  

２ ４  

３ 3  

計 ４５  

※添付書類：利用者名簿 

 

 

 

 

実施報告書 
 

提出する日付 

（例）週に 1 回、金曜

日に活動した場合 
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様式第 10号（第 9条関係） 

 

       収支決算書 

 

団体名： だいせんシニアくらぶ 

  

【収入の部】                         単位：円 

項目 予算額 摘要 

市補助金 

 

 

 

 

 

会費 

119,000 

 

 

 

 

 

45,000 

算出基準：大仙市通所型サービス B事業補助金交

付要綱 

運営支援 2,000 円×45 回=90,000 円 

運営支援（会場使用料）200 円×45 回=9,000 円 

立ち上げ支援 20,000 円 

 

10 人×100 円／回×45 回＝45,000 円 

小計 164,000  

【支出の部】 

区分 項目 予算額 摘要 

補助対象経費 報償費 

 

消耗品費 

 

光熱水費 

 

 

備品購入費 

 

会場使用料 

30,000 

 

8,000 

 

45,000 

 

 

27,000 

 

9,000 

講師謝礼（10,000 円×3 回） 

 

手指消毒薬、紙代等 

 

エアコン使用料 

暖房費 1,000 円×45 回 

 

CD デッキ 7,000 円、ソフトギム

2,000 円×10 個、 

 

小計 119,000  

補助対象外経費 茶菓代 45,000 お菓子、飲み物、  

クリスマス会景品等 

小計 45,000  

合計 164,000  

収支決算書 
 

「収入の部」

の合計と一致 

市補助金の合

計と一致 
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様式第 12号（第 10条関係） 

 

令和〇年 〇月 〇日 

 

（宛先）大仙市長 

 

請求者 所在地 大仙市大曲花園町 1 番 1 号 

団体名 だいせんシニアくらぶ 

代表者名 大仙 太郎   ㊞  

 

大仙市通所型サービス B事業補助金請求書 

 

年  月  日付けで交付決定のありました通所型サービス B 事業補助

金について、大仙市通所型サービス B事業補助金交付要綱第 10条の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額     

  【運営支援】 

補助金交付決定額 119,000  円 

既受領額 75,000  円 

今回請求額    44,000  円 

 

２ 振込先 

金融機関名  〇〇銀行 支店等名 〇〇支店 

口座種別 普通      当座 

（フリガナ） ダイセン タロウ 

口座の名義 大仙 太郎 

口座番号 
 

 

× × × × × × × 

 

市から届いた補助金交

付確定通知の日付を記

入してください 

補助金請求書 
 

提出する日付 

押印が必要 
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様式第 6号（第 8条関係） 

 

令和〇年 〇月 〇日 

 

 

（宛先）大仙市長           

                   

所在地 大仙市大曲花園町 1 番 1 号 

団体名 だいせんシニアくらぶ 

代表者名 大仙 太郎  

 

大仙市通所型サービス B事業補助金変更交付申請書 

 

令和〇年△月×日付 大仙健高-□□ 号で交付決定がありました通所型サービス B

事業補助金の交付につきまして、下記のとおり変更したいので、大仙市通所型サービ

ス B事業補助金交付要綱第 8条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金変更交付申請額  運営支援      99,000 円 

     立ち上げ支援    20,000円 

 

２ 補助金既交付決定額  運営支援      110,000円 

立ち上げ支援    20,000円 

                  

 

３ 追加（減額）交付申請額   運営支援       －11,000円 

立ち上げ支援              0円 

 

４ 変更を必要とする理由 

実施回数の減少が見込まれるため。 

 

 

５ 添付書類 

（１）事業変更計画書 

（２）変更収支内訳書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

市から届いた補助金交

付決定通知の日付と文

書番号を記入してくだ

さい 

最初の申請のときに作った、事業計画

書と収支予算書を、変更した内容で再

度作成して、この申請書と一緒に提出

してください。 

補助金変更交付申請書 
 

提出する日付 
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様式第 7号（第 8条関係） 

 

令和〇年 〇月 〇日 

 

（宛先）大仙市長 

 

                     所在地 大仙市大曲花園町 1 番 1 号 

団体名 だいせんシニアくらぶ 

代表者名 大仙 太郎 

 

大仙市通所型サービス B事業休止・廃止届書 

 

 次のとおり通所型サービス B 事業を休止又は廃止したいので、大仙市通所型サー

ビス B事業補助金交付要綱第 8条の規定により、下記のとおり届けます。 

 

記 

 

休止・廃止する団体名 名称：だいせんシニアくらぶ 

休止・廃止の別 休止 ・ 廃止 

休止・廃止年月日 令和 ３ 年 １２ 月 ３１ 日 

休止・廃止の理由 

 人員の調整がつかず事業継続が困難になっ

たため。 

現にサービスを受けて

いる者に対する措置 

 同様のサービスを紹介してもらえるように、

高齢者包括支援センターを案内する。 

休止予定期間 令和３年１２月３１日から   年  月  日まで 

 

 

休止・廃止届書 
 

提出する日付 
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４．Q & A  

（1）補助対象について  

補助の対象とならない団体はありますか？ 

当該事業について、市からほかの補助金の交付を受けている団体は対象になり

ません。 

 

（2）様式や提出書類について 

事業計画書のサービス内容は、１回に細かく記載するのですか？ 

毎回の活動内容を細かく書かなくても差し支えありません。おおまかな実施内容

の記載をお願いします。 

 

利用者名簿は、毎回の参加者のものを提出するのですか？ 

毎回の利用者名簿の提出はありません。団体として利用者名簿を作成し、出欠

や体調確認をお願いします。 

 

 

 

  



２０ 

 

５．参考資料 

(1)基本チェックリスト
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６．問い合わせ先  

◆高齢者包括支援センター（大仙市役所大曲庁舎内） 

担当地域：大曲地区／花館地区／四ツ屋地区 

〒014-8601 大仙市大曲花園町 1 番１号 

TEL：0187－63－1111（代） 

FAX：0187－63－8811 

 

◆高齢者包括支援センター南部（大仙市健康福祉会館 3階） 

担当地域：大曲地区／内小友地区／大曲西根地区／藤木地区／角間川地区 

〒014-0027 大仙市大曲通町 1 番 14 号 

TEL：0187－88－8030 

FAX：0187－62－8008 

 

◆高齢者包括支援センター東部（大仙市役所中仙庁舎内） 

担当地域：中仙地域／仙北地域／太田地域 

〒014-0203 大仙市北長野字茶畑１４１ 

TEL：0187－56－7125 

FAX：0187－56－2118 

 

◆高齢者包括支援センター西部（大仙市役所西仙北庁舎内） 

担当地域：神岡地域／西仙北地域／南外地域 

〒019-2192 大仙市刈和野字本町５ 

TEL：0187－87－3970 

FAX：0187－75－1228 

 

◆高齢者包括支援センター協和（大仙市役所協和庁舎内） 

担当地域：協和地域 

〒019-2411 大仙市協境字野田 4 

TEL：018－892－3838 

FAX：018－892－3584 


